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◆登録団体をご紹介します 

 
 「登録団体」は、ウィズを利用しながら男女共同参画の推進に向けた活動を行って

いる団体で、現在 13 団体あります。今月は「文章サークル「文」」をご紹介します。 

文章サークル「文
あや

」 

「文」は平成6年女性センターの育成サークルとして、会員10名で発足しました。

第１集はその年の 6 月に機関誌「文」として発行しています。主に女性問題をテーマ

に、現在 28 集まで続いています。当初は会員の年齢も若く、1 年間で 4 集を発行し

ていましたが、平成 8 年より年 2 集となり、平成 10 年よりは 1 集の発行に落ちつ

きました。ご多分にもれず、当サークルも高齢化が進み不安がないわけではありませ

ん。できることなら、平均年齢を下げたいと願っています。ご興味のある方はぜひご

参加いただきたいと思っています。 

「文章を書く」と言うと難しいと思われるでしょうが、

お話の延長で素直に書いていただければいいのです。 

エッセイ、小説、詩、俳句、和歌、評論等文芸は総てオ

ッケーです。名文、名作である必要はありません。気持

ちの良い作品こそが名作だと思っています。 

毎月第２木曜日、午前 10 時より正午まで活動してい

ます。どうぞご遠慮なく見学してください。 

 

◆１２月７日（日）市川市出身の元プロ野球選手 G.G.佐藤トークショー 

「『妄想のすすめ』～諦めないで夢をつかうむには～」を開催します 

 
 12月4日～10日は人権週間です。この人権週間にあわせ、人権啓発イベント「G.G.

佐藤トークショー」を開催します。波乱万丈な人生をテーマにスポーツというジャン

ルを超えて、若い世代を中心に全ての世代に熱く語りかける「人生論」をお聞きくだ

さい。申込方法など詳細は 4 階受付へお尋ねください。 

～男女共同参画であなたもわたしもハッピーに～ 
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◆女性に対する暴力をなくそう 

 

11 月 25 日（火）は、女性に対する暴力撤廃国際日です。配偶者

等からの暴力（DV）やストーカー行為等女性に対する暴力は、女性

の人権を侵害するものであり、決して許される行為ではありません。

DV は殴る蹴るなどの身体的暴力だけではありません。性的行為を 

強要するなどの性的暴力、無視や暴言などの精神的暴力、必要な生活

費を渡さないなどの経済的暴力もあります。 

ウィズでは、女性のための女性相談員による一般相談・DV 相談、 

女性弁護士による法律相談を行っています。こんなことで・・と迷う前にお気軽に 

お電話ください。秘密は厳守します。相談料は無料です。 

 

 

◆主催事業等のご案内 

 

 今後の事業予定をご案内します。詳細・申し込みは 4 階受付へ！ 

男女共同参画センター実施事業は下記ＵＲＬからもご覧いただけます 

⇒ http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000008.html 

日時・場所 事業名・内容 

11 月 20 日（木） 

10：00～12：00 

４階 ロビー 

いち☆カフェ＠ウィズ 

テーマ：「子育てライフ」も「私ライフ」も楽しむ秘訣 

起業した方や講師からの話、ロール

モデルの経験談を聞きながら参加

者同士の交流を行います。 

女性ならどなたでも参加できます。 

子連れ参加も大丈夫ですので、気軽

にお申し込みください。 

11 月 16 日（日） 

12：30～13：10 
ニッケコルトンプラザ 
タワーコート ステージ 

仕事と子育て両立ファミリー応援 

～ワーク･ライフ･バランス検定＆バルーンアート体験～ 

「いちかわファミリーフェスタ」において、仕事と子育て両立フ

ァミリーを目指したプチ検定や、バルーンアート体験を行います。

アンケート回答者先着 100 名にバルーンキットをプレゼント！  

12 月 14 日（月） 

10：00～13：00 

6 階 調理工房 

親子 DEクッキング  父子でクリスマスケーキを作ろう♪ 

お父さんと小学校低学年のお子さんで世界に一つだけのケーキを

作ります。申込方法や持物、費用などの詳細はお尋ねください。 

（前回の様子） 

（女性に対する暴力根絶の 

 ためのシンボルマーク） 

相談専用電話：323-1777（※休館日は除く） 

月～金曜日：午前 9 時～正午、午後 1 時～4 時 

土・日曜日：午前 9 時～午後 0 時 30 分 

法律相談は毎週水曜日午後1時～5時です。まずは相談専用電話で予約してください。 

http://www.city.ichikawa.lg.jp/gen05/1111000008.html

